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 新型コロナウイルス感染症の感染予防及び感染拡大防止のため、５月６日（水）までと

していた小中学校の臨時休業期間を延長することとしましたので、お知らせします。 

なお、今後、感染状況等が変化した場合、臨時休業期間をさらに延長することがありま

す。 

記 

休業期間   変更前 ４月 13日（月）から５月 ６日（水）まで 

       変更後 ４月 13日（月）から５月 31日（日）まで 

対 象 校   市内の全小中学校（小学校５校、中学校２校） 

 

〇休業期間中の家庭学習 

・学校が予習を中心とした課題を準備し、児童生徒へ配布します。 

小学校は保護者の来校により、中学校は生徒の分散登校により、前回分の課題の達成

状況を把握するとともに、新たな課題を配布します。 

・学校のホームページに学習に役立つWebサイトを掲載し、自主学習を推進します。

家庭で閲覧できない児童生徒は、学校でタブレットを利用できます。 

 

〇休業期間中の生活指導 

 ・小学校は電話等で、中学校は分散登校時の面談等で、担任が児童生徒の生活の様子を

確認するとともに相談等に応じます。 

・学校のホームページに担任等の応援メッセージ（動画）を掲載します。家庭で閲覧で

きない児童生徒は、学校でタブレットを利用できます。 

 

〇休業期間中の小学生の受け入れ 

・４月 1日現在の学童保育登録者 ・・・学童保育の利用可 

・小学１～３年生（学童保育未登録者で日中世話をする方がいない児童）が、自主学

習を行うため、各小学校の教室等を開放します。 

 

 

 

小中学校の臨時休業を 

５月 31日（日）まで延長します。 

小中学校を臨時休業します。 
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